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(57)【要約】
【課題】サポート材の除去作業におけるユーザーの負担
を軽減することが可能な三次元造形装置および三次元造
形方法を提供する。
【解決手段】作製する三次元造形物の形状を表す三次元
モデルのデータたる三次元データを分割して作成した断
面画像データに基づいて、三次元造形物を作製する三次
元造形装置において、三次元モデルのＸＹＺ直交座標系
におけるＸＹ平面の最外側の輪郭部分を抽出し、抽出し
た輪郭部分においてＺ軸方向に延長する第１のサポート
材を生成するとともに、上記三次元モデルの底面部分に
おいて、上記第１のサポート材を含んだサポート材の密
度が一定の密度以上となるように第２のサポート材を生
成する生成手段と、上記生成手段において上記第１のサ
ポート材および上記第２のサポート材を生成した三次元
データを、所定の間隔ごとにＸＹ平面で分割して断面画
像データを作成する作成手段とを有するようにした。
【選択図】　　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作製する三次元造形物の形状を表す三次元モデルのデータたる三次元データを分割して
作成した断面画像データに基づいて、三次元造形物を作製する三次元造形装置において、
　三次元モデルのＸＹＺ直交座標系におけるＸＹ平面の最外側の輪郭部分を抽出し、抽出
した輪郭部分においてＺ軸方向に延長する第１のサポート材を生成するとともに、前記三
次元モデルの底面部分において、前記第１のサポート材を含んだサポート材の密度が一定
の密度以上となるように第２のサポート材を生成する生成手段と、
　前記生成手段において前記第１のサポート材および前記第２のサポート材を生成した三
次元データを、所定の間隔ごとにＸＹ平面で分割して断面画像データを作成する作成手段
と
　を有することを特徴とする三次元造形装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の三次元造形装置において、
　前記生成手段は、前記第１のサポート材を切削するためのツールの仕様と前記第１のサ
ポート材の径の大きさとの少なくともいずれか一方に基づいて、抽出した最外側の輪郭部
分において前記第１のサポート材を生成することが可能な領域を判断し、判断された領域
において前記第１のサポート材を生成する
　ことを特徴とする三次元造形装置。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれか１項に記載の三次元造形装置において、
　前記生成手段は、前記三次元モデルと接続する前記第１のサポート材の接続領域は、前
記三次元モデルから離れるほどＺ軸方向の下方に傾斜する形状とする
　ことを特徴とする三次元造形装置。
【請求項４】
　三次元造形装置により、作製する三次元造形物の形状を表す三次元モデルのデータたる
三次元データを分割して作成した断面画像データに基づいて、三次元造形物を作製する三
次元造形方法において、
　三次元モデルのＸＹＺ直交座標系におけるＸＹ平面の最外側の輪郭部分を抽出し、抽出
した輪郭部分においてＺ軸方向に延長する第１のサポート材を生成するとともに、前記三
次元モデルの底面部分において、前記第１のサポート材を含んだサポート材の密度が一定
の密度以上となるように第２のサポート材を生成する生成工程と、
　前記生成工程で前記第１のサポート材および前記第２のサポート材を生成した三次元デ
ータを、所定の間隔ごとにＸＹ平面で分割して断面画像データを作成する作成工程と
　を前記三次元造形装置が実行する
　ことを特徴とする三次元造形方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の三次元造方法において、
　前記生成工程では、前記第１のサポート材を切削するためのツールの仕様と前記第１の
サポート材の径の大きさとの少なくともいずれか一方に基づいて、抽出した最外側の輪郭
部分において第前記１のサポート材を生成することが可能な領域を判断し、判断された領
域において前記第１のサポート材を生成する
　ことを特徴とする三次元造形方法。
【請求項６】
　請求項４または５のいずれか１項に記載の三次元造形方法において、
　前記生成工程では、前記三次元モデルと接続する前記第１のサポート材の接続領域は、
前記三次元モデルから離れるほどＺ軸方向の下方に傾斜する形状とする
　ことを特徴とする三次元造形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、三次元造形装置および三次元造形方法に関し、さらに詳細には、サポート材
を生成して三次元造形物を作製する三次元造装置および三次元造形方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、線状に加工された熱可塑性樹脂（以下、「線状に加工された熱可塑性樹脂」
を、「フィラメント樹脂」と適宜に称する。）を用い、熱溶解積層方式（ＦＤＭ法：Ｆｕ
ｓｅｄ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ）により三次元造形物を作製する技術
が知られている。
【０００３】
　こうした三次元造形装置では、供給されるフィラメント樹脂を溶解して吐出するヘッド
と、作製された三次元造形物の土台となるテーブルとの位置関係が、相対的に三次元で変
化する構成となっている。
【０００４】
　そして、三次元造形物を作製する際には、まず、作製する三次元造形物の形状を表す三
次元モデルのデータたる三次元データにおいて、三次元モデルの形状を正確に作製するた
めのサポート材を生成する。次に、サポート材が生成された三次元データを所定の方向に
所定の間隔で分割して複数の層に分けて、複数の断面画像データを作成する。
【０００５】
　その後、作成された断面画像データに基づいて、ヘッドから溶解した樹脂をテーブル上
に吐出して硬化層を形成する処理を繰り返し行って、断面画像データに基づく硬化層を積
層することにより三次元造形物を作製する。
 
【０００６】
　ところで、こうした三次元造形装置により作製された三次元造形物には、その形状を正
確に作製するためのサポート材が形成されており、このサポート材はユーザーが手作業で
除去しなければならず、サポート材が多い場合などには、サポート材の除去作業がユーザ
ーにとって大きな負担となっていた。
【０００７】
　こうした問題点を解決するための技術として、例えば、特許文献１に開示された技術が
知られている。
【０００８】
　即ち、特許文献１に開示された技術では、特定の液体によって溶解可能な材料によりサ
ポート材を形成し、三次元造形物作製後に、サポート材に特定の液体を塗布することでサ
ポート材を溶解して除去する。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術では、三次元モデルを形成するための材料
の他に、サポート材を形成するための材料を用いる必要があり、サポート材を形成するた
めの材料の管理やサポート材を溶解するための特定の液体の管理など、ユーザーにとって
新たな負担が生じてしまっていた。
 
【００１０】
　このため、サポート材の除去作業におけるユーザーの負担を軽減することが可能な三次
元造形装置および三次元造形方法の提案が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１１－５６５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　本発明は、従来の技術の有する上記したような要望に鑑みてなされたものであり、その
目的とするところは、サポート材の除去作業におけるユーザーの負担を軽減することが可
能な三次元造形装置および三次元造形方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明は、作製する三次元造形物の形状を表す三次元モデ
ルの輪郭部分の最外側に第１のサポート材を生成するとともに、三次元モデルの底面部分
に、第１のサポート材を含んだサポート材の密度が一定の密度以上となるように第２のサ
ポート材を生成するようにした。
【００１４】
　これにより、本発明においては、第１のサポート材については切削加工装置などにより
切削することが可能となる。
【００１５】
　このため、本発明によれば、ユーザーが手作業により除去するサポート材が減少するこ
ととなり、サポート材の除去作業におけるユーザーの負担が軽減される。
 
【００１６】
　即ち、本発明による三次元造形装置は、作製する三次元造形物の形状を表す三次元モデ
ルのデータたる三次元データを分割して作成した断面画像データに基づいて、三次元造形
物を作製する三次元造形装置において、三次元モデルのＸＹＺ直交座標系におけるＸＹ平
面の最外側の輪郭部分を抽出し、抽出した輪郭部分においてＺ軸方向に延長する第１のサ
ポート材を生成するとともに、上記三次元モデルの底面部分において、上記第１のサポー
ト材を含んだサポート材の密度が一定の密度以上となるように第２のサポート材を生成す
る生成手段と、上記生成手段において上記第１のサポート材および上記第２のサポート材
を生成した三次元データを、所定の間隔ごとにＸＹ平面で分割して断面画像データを作成
する作成手段とを有するようにしたものである。
【００１７】
　また、本発明による三次元造形装置は、上記した三次元造形装置において、上記生成手
段は、上記第１のサポート材を切削するためのツールの仕様と上記第１のサポート材の径
の大きさとの少なくともいずれか一方に基づいて、抽出した最外側の輪郭部分において上
記第１のサポート材を生成することが可能な領域を判断し、判断された領域において上記
第１のサポート材を生成するようにしたものである。
【００１８】
　また、本発明による三次元造形装置は、上記した三次元造形装置において、上記生成手
段は、上記三次元モデルと接続する上記第１のサポート材の接続領域は、上記三次元モデ
ルから離れるほどＺ軸方向の下方に傾斜する形状とするようにしたものである。
【００１９】
　また、本発明による三次元造形方法は、三次元造形装置により、作製する三次元造形物
の形状を表す三次元モデルのデータたる三次元データを分割して作成した断面画像データ
に基づいて、三次元造形物を作製する三次元造形方法において、三次元モデルのＸＹＺ直
交座標系におけるＸＹ平面の最外側の輪郭部分を抽出し、抽出した輪郭部分においてＺ軸
方向に延長する第１のサポート材を生成するとともに、上記三次元モデルの底面部分にお
いて、上記第１のサポート材を含んだサポート材の密度が一定の密度以上となるように第
２のサポート材を生成する生成工程と、上記生成工程で上記第１のサポート材および上記
第２のサポート材を生成した三次元データを、所定の間隔ごとにＸＹ平面で分割して断面
画像データを作成する作成工程とを上記三次元造形装置が実行するようにしたものである
。
【００２０】
　また、本発明による三次元造形方法は、上記した三次元造形方法において、上記生成工
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程では、上記第１のサポート材を切削するためのツールの仕様と上記第１のサポート材の
径の大きさとの少なくともいずれか一方に基づいて、抽出した最外側の輪郭部分において
第上記１のサポート材を生成することが可能な領域を判断し、判断された領域において上
記第１のサポート材を生成するようにしたものである。
【００２１】
　また、本発明による三次元造形方法は、上記した三次元造形方法において、上記生成工
程では、上記三次元モデルと接続する上記第１のサポート材の接続領域は、上記三次元モ
デルから離れるほどＺ軸方向の下方に傾斜する形状とするようにしたものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、以上説明したように構成されているので、三次元モデルの輪郭部分に設けら
れたサポート材を切削加工装置などにより切削することが可能となり、ユーザーが手作業
で除去するサポート材が減り、サポート材の除去作業におけるユーザーの負担が軽減され
るという優れた効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明による三次元造形装置の概略構成斜視説明図である。
【図２】図２は、マイクロコンピューターの機能的構成を示すブロック構成説明図である
。
【図３】図３（ａ）は、ドーナツ形状の三次元モデルの輪郭部分を示す説明図であり、ま
た、図３（ｂ）は、三次元モデルの輪郭部分を示す平面説明図であり、また、図３（ｃ）
は、図３（ｂ）のＡ矢視図であり、また、図３（ｄ）は、三次元モデルの輪郭部分に第１
のサポート材を生成した状態を示す説明図であり、また、図３（ｅ）は、図３（ｄ）のＢ
矢視図である。
【図４】図４（ａ）は、三次元モデルと第１のサポート材との接続部分を示す説明図であ
り、また、図４（ｂ）は、三次元モデルと第１のサポート材との接続部分の変形例を示す
説明図であり、また、図４（ｃ）は、三次元モデルの底面部分に第２のサポート材を生成
した状態を示す説明図であり、また、図４（ｄ）は、図４（ｃ）のＣ矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明による三次元造形装置および三次元造形方法
の実施の形態の一例を詳細に説明することとする。
 
【００２５】
　図１には、本発明による三次元造形装置の概略構成斜視説明図が示されている。
  この図１に示す三次元造形装置１０は、筐体１２内の底部にガイドレール１４が配設さ
れており、このガイドレール１４上には、硬化層を積層して三次元造形物が作製されるテ
ーブル１６が配設されている。
【００２６】
　このテーブル１６は、ガイドレール１４上において、ＸＹＺ直交座標系のＹ軸方向に移
動自在に配設されている。
【００２７】
　テーブル１６の上方側には、Ｘ軸方向に延長した一対のガイドレール１８に移動部材２
２が移動自在に配設されており、この移動部材２２には、筐体１２内に引き込まれたフィ
ラメント樹脂２００を溶解して吐出するヘッド２０がＺ軸方向に移動自在に配設されてい
る。
【００２８】
　また、三次元造形装置１０には、マイクロコンピューター２４が配設されており、この
マイクロコンピューター２４は、三次元造形装置１０の全体の動作を制御するとともに、
三次元データについてサポート材を生成したり、サポート材が生成された三次元データか
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ら断面画像データを作成する処理を行う。
【００２９】
　ここで、三次元造形装置１０は、三次元データについてサポート材を生成する処理のみ
が従来の技術とは異なり、その他の構成ならびに制御方法などについては、従来より公知
の技術を適用することができる。
【００３０】
　従って、以下の説明においては、三次元データにおいてサポート材を生成する処理につ
いてのみ詳細に説明するものとして、従来より公知の技術を適用できるその他の構成なら
びに制御方法などに関する詳細な説明は省略する。
 
【００３１】
　図２には、マイクロコンピューター２４の機能的構成を示すブロック構成説明図が示さ
れている。
【００３２】
　マイクロコンピューター２４は、サポート材生成部３８（後述する。）を備え、このサ
ポート材生成部３８においてサポート材が生成された三次元データから断面画像データを
作成する作成部３２を備えている。
【００３３】
　また、作成部３２により作成された断面画像データなどの各種の情報に基づいてヘッド
２０やテーブル１６の動作を制御する制御部３４を備えるとともに、三次元データや断面
画像データなどの各種の情報を記憶する記憶部３６を備えている。
 
【００３４】
　サポート材生成部３８は、三次元データについて、三次元モデルの形状を正確に作製す
るためのサポート材を生成する。
【００３５】
　なお、サポート材生成部３８では、三次元モデルの輪郭部分に第１のサポート材を生成
するとともに、三次元モデルの底面部分に第２のサポート材を生成することとなる。作製
された三次元造形物において、第１のサポート材は切削加工装置（図示せず。）により切
削されて除去され、第２のサポート材はユーザーにより除去される。
 
【００３６】
　具体的には、まず、断面画像データを作成する際に三次元モデルを分割する分割平面に
おいて、三次元モデルの輪郭部分を抽出する。
【００３７】
　即ち、分割平面をＸＹ平面とすると（つまり、断面画像データを作成する際に三次元モ
デルをＸＹ平面で切断する場合である。）、三次元モデルのＸＹ平面における最外側の輪
郭部分を抽出する（図３（ｂ）（ｃ）を参照する。）。
【００３８】
　なお、三次元モデルのＸＹ平面における最外側の輪郭部分とは、例えば、三次元モデル
がドーナツ形状のなどの場合には、その穴部分の輪郭についても最外側の輪郭部分として
抽出される（図３（ａ）を参照する。）。
 
【００３９】
　次に、抽出した輪郭部分において、第１のサポート材を生成することが可能な生成可能
領域の判断を行う。
【００４０】
　即ち、この第１のサポート材の生成可能領域の判断では、ツールの仕様や第１のサポー
ト材の径ｄの大きさに基づいて判断がなされる。
【００４１】
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　ここで、ツールとは、第１のサポート材を切削するためのツールであって、第１のサポ
ート材を切削する際に用いられる切削加工装置（図示せず。）におけるツール（図示せず
。）である。なお、このツールの径などの仕様については、予め記憶部３６に記憶されて
いる。
【００４２】
　具体的には、ツールが到達する領域や輪郭部分の周りに形成されたスペース内に第１の
サポート材が生成可能な領域については、第１のサポート材の生成可能領域と判断する。
一方、ツールが到達しない領域や輪郭部分の周りに形成されたスペース内に第１のサポー
ト材が生成不可能な領域については、第１のサポート材の生成可能領域と判断しない。
 
【００４３】
　その後、第１のサポート材の生成可能領域として判断された輪郭部分に、断面画像デー
タを作成する際の分割平面と直交する方向に延長するように、第１のサポート材を生成す
る。
【００４４】
　即ち、分割平面がＸＹ平面であれば、第１のサポート材の生成可能領域として判断され
た輪郭部分に、当該輪郭部分の外側（つまり、三次元モデルが位置しない側である。）に
、Ｚ軸方向に延長した第１のサポート材を生成することとなる（図３（ｄ）（ｅ）を参照
する。）。
【００４５】
　このとき、第１のサポート材は、隣り合う第１のサポート材と所定の間隔が開くように
複数生成される。なお、所定の間隔は、第１のサポート材の径ｄ以上であり、かつ、第１
のサポート材により三次元造形物を支えることが可能な長さとする。
【００４６】
　また、第１のサポート材は、三次元モデルとＺ軸方向に所定の長さＬ１の接続領域を有
する（図４（ａ）を参照する。）。
【００４７】
　なお、この接続領域は、三次元モデルから離れるほどＺ軸方向下方に傾斜する形状とし
（図４（ｂ）を参照する。）、使用する樹脂の量を低減するようにしてもよい。
 
【００４８】
　次に、三次元モデルの底面部分（図３（ｃ）を参照する。）に第２のサポート材を生成
する（図４（ｃ）（ｄ）を参照する。）。
【００４９】
　第２のサポート材については、第１のサポート材を含めてサポート材が配設される密度
が、ＸＹ平面において一定の密度以上となるような最小の本数だけ生成される。
【００５０】
　なお、こうしたサポート材の生成については、従来より公知の技術を用いることが可能
であるため、その詳細な説明は省略する。
 
【００５１】
　以上の構成において、三次元造形装置１０において三次元造形物を作製する場合には、
作製したい三次元造形物の形状を表す三次元モデルのデータたる三次元データをマイクロ
コンピューター２４に入力した後に、操作子（図示せず。）などの操作により三次元造形
物の作製が指示されると、まず、入力された三次元データに関して、サポート材を生成す
る。
【００５２】
　即ち、サポート材生成部３８により、三次元モデルに対して、第１のサポート材および
第２のサポート材を生成する。
【００５３】
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　次に、第１のサポート材および第２のサポート材が生成された三次元データから断面画
像データを作成する。
【００５４】
　即ち、作成部３２により、第１のサポート材および第２のサポート材が生成された三次
元データを、Ｚ軸方向において所定の間隔ごとにＸＹ平面で分割し、Ｚ軸方向で連続する
複数の断面形状により三次元モデル（第１のサポート材および第２のサポート材を含む）
を表す断面画像データを作成する。
【００５５】
　なお、こうした断面画像データの作成については、従来より公知の技術を用いることが
できるため、その詳細な説明は省略する。
【００５６】
　その後、作成された断面画像データに基づいて、第１のサポート材、第２のサポート材
および三次元モデルがフィラメント樹脂により形成された三次元造形物を作製する。
【００５７】
　即ち、制御部３４の制御により、テーブル１６およびヘッド２０を動作して、断面画像
データに基づく硬化層を形成する処理を繰り返し行って、テープル１６上で硬化層を積層
して三次元造形物を作製する。
 
【００５８】
　こうして作製された三次元造形物では、第１のサポート材については、ＸＹ平面におい
て、三次元造形物から突出して形成されている（図４（ｃ）を参照する。）。
【００５９】
　従って、この第１のサポート材については、例えば、ツールを把持する主軸や被加工物
を保持する保持部が、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向およびＺ軸方向の三軸にのみ移動するような比
較的簡単な構成の切削加工装置であっても、切削することが可能となる。
【００６０】
　このため、第１のサポート材を切削加工装置により除去することで、作製された三次元
造形物には第２のサポート材のみが残ることとなり、これにより、三次元造形物において
ユーザーが除去しなければならないサポート材の数を減らすことができる。
 
【００６１】
　以上において説明したように、本発明による三次元造形装置は、三次元データについて
サポート材を生成する際に、三次元モデルの輪郭部分に第１のサポート材を生成し、三次
元モデルの底面部分に、第１のサポート材を考慮した本数だけ第２のサポート材を生成す
るようにした。
【００６２】
　これにより、第１のサポート材については切削加工装置により切削除去することができ
、ユーザーは第２のサポート材のみを手作業で除去するようになる。
【００６３】
　このとき、ユーザーが手作業で除去しなければならない第２のサポート材の本数は、従
来の技術による三次元造形装置で生成されるサポート材の本数と比較して少なくなる。
【００６４】
　このため、本発明による三次元造形装置によれば、全てのサポート材を手作業で除去し
なければならない従来の技術による三次元造形物と比較して、サポート材の除去作業にお
けるユーザーの負担を軽減することができるようになる。
 
【００６５】
　なお、上記した実施の形態は、以下の（１）乃至（４）に示すように変形するようにし
てもよい。
【００６６】



(9) JP 2017-109454 A 2017.6.22

10

20

30

　（１）上記した実施の形態においては、三次元造形装置１０で作製した三次元造形物の
第１のサポート材を、切削加工装置（図示せず。）により除去するようにしたが、これに
限られるものではないことは勿論である。
【００６７】
　即ち、三次元造形装置１０において、例えば、ツールを把持する主軸を備えた加工ヘッ
ド（図示せず。）をガイドレール１８においてＸ軸方向に移動自在に配設するようにし、
この加工ヘッドにおけるツールによって、第１のサポート材を切削するようにしてもよい
。
【００６８】
　なお、切削加工機能を備えた三次元造形装置については、例えば、特開２００６－２４
８０３９号公報に開示された技術が知られている。
【００６９】
　（２）上記した実施の形態においては、三次元造形装置１０は、ＦＤＭ法により三次元
造形物を作製するようにしたが、これに限られるものではないことは勿論であり、光造形
法により三次元造形物を作製するようにしてもよい。
【００７０】
　（３）上記した実施の形態においては、第１のサポート材の生成可能領域を判断する際
に、第１のサポート材の径ｄの大きさとともに、ツールの仕様に基づいて判断するように
したが、これに限られるものではないことは勿論であり、こうした判断を省略するように
してもよいし、ツールの仕様に基づいてのみ判断するようにしてもよいし、第１のサポー
ト材の径ｄの大きさのみで判断するようにしてもよい。
【００７１】
　なお、判断を省略する場合やツールの仕様に基づいてのみで判断する場合には、切削加
工装置において使用するツールを選択して、作製された三次元造形物に形成された第１の
サポート材を切削することとなる。
【００７２】
　（４）上記した実施の形態ならびに上記した（１）および（３）に示す変形例は、適宜
に組み合わせるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、三次元造形物を作製する三次元造形装置として用いて好適である。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　三次元造形装置、１２　筐体、１４、１８　ガイドレール、１６　テーブル、２
０　ヘッド、２２　移動部材、２４　マイクロコンピューター、３２　作成部、３４　制
御部、３６　記憶部、３８　サポート材生成部
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